
「スマートカーディーラー」 インボイス（適格請求書）発行の仕様に関しまして

● インボイス制度では、以下の①-③の要件を満たす請求書（または他の書類）を発行する必要があります。

① 適格請求書発行事業者の登録番号の表示

② 書類上に税率、消費税額の表示 （※軽減税率対象の取扱いがない事業者は軽減税率表記不要です。）

③ 消費税の端数処理は、税率ごとに1回ずつ（明細行ごとの端数処理は不可）

●「適格請求書」という名称ですが、インボイス制度では対象の書類が請求書に限定されておらず、請求書を発行しない場合な

どは、納品書や領収書等でも要件を満たしていれば「適格請求書」として扱えます。そのため、自社の書類の発行状況に応じて

必要な書類を適格請求書（登録番号を印字する）にしてください。

＊どの書類を「適格請求書」として発行するかについては、税理士・会計士にご確認くださいませ。

● スマートカーディーラーでは、下記の書類に「適格請求書発行事業者の登録番号」を選択表示して頂けます。

請求書に限らず、下記にある全ての書類において、「自社・基本設定」フォーム内の「各書類設定の印字」設定項目欄を「登録

番号を印字する」にて選択できるようになっています。

「車両販売」 請求書、納品書、（便宜上、見積書、注文書も選択可能）です。

「車両整備」 請求書・納品請求書、納品書、（便宜上、見積書・注文明細書も選択可能）です。

「整備請求管理」 合計請求計算書（明細あり）

▲ 合計請求計算書と併せて対象の「車両整備の請求書又は納品書」を発行していただくことで適格請求書となります。（インボイス通達3-1）

「領収書管理」 領収書

【その他、インボイス制度開始による古物特例に関しまして】

●「車両管理」から発行可能な各車両データの「車両買取契約書」印刷フォーマットに関しまして、
古物商特例のよる「売主が適格請求書発行事業者に該当するか否か」の確認項目を追加しております。

●「車両販売」用書類の消費税等表記 ●「車両整備」用書類の消費税等表記
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